
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

国
家
公
安
委
員
会
電
子
署
名
規
則

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
安
委
員
会
電
子
署
名
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
又
は
国
家
公
安
委
員
会
に
よ
る
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の

職
務
上
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
又
は
国
家
公
安
委
員
会
の
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
、
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
又
は
国
家
公
安
委
員
会
の
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
を
行
う
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
の
発
行
、
管
理
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
警
察
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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